
 

前橋市こども計画の素案に関するパブリックコメントの実施結果について 

 

こども政策課   

 

 

１ 意見募集期間 

 令和７年１２月２５日（木）から令和８年１月３０日（金）まで 

 

２ 意見提出結果 

 (1) 意見提出者数 ６３名 

  【内訳】１７歳までの方 ３９名 

      １８歳以上の方 ２４名 

 (2) 意見提出件数 ９９件（うち、特になし等 １０件） 

 (3) 意見の内訳 

№ 項目 件数(件) (内訳) 

1 本編に関する意見 50  

  - 全体に関する意見  15 

  - 名称に関する意見  1 

  - 第１章に関する意見  2 

  - 第５章に関する意見  32 

2 別冊１「事業実施計画」に関する意見 1  

3 別冊２「施設整備計画」に関する意見 1  

4 概要版に関する意見 1  

5 やさしい版に関する意見 22  

6 その他意見 24  

合 計 99  

 

３ 意見及び市の考え方 

  前橋市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、いただいた意見の概要と意見

に対する市の考え方を次のとおり公表します。 

  今回いただいたご意見を参考に、前橋市こども計画をまとめさせていただきまし

た。また、計画に直接反映しないご提言・ご意見等については、今後の市政の参考

にしてまいります。 

  なお、取りまとめの都合上、提出された意見は一部要約し、意見の中で個人を特

定できる文言については削除しております。 

 

 

 



No. 
該当 

箇所 

計画 

への 

反映 

意見の概要 意見に対する市の考え方 

1 全体  

まえばししをにこにこにしようとい

うきもち、いいとおもいます。がん

ばってください。 

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

本計画の基本理念の実現に向け、計

画に基づく様々な施策を実施してま

いります。 
2 全体  

計画を見てぜひ、出来る限り実行し

てほしいと思います。 

3 全体  

そういう活動をすると、子どもも大

人も自分らしく暮らせると思いま

す。 

4 全体  

素案は少し難しかったけど、子育て

支援をするのはとても良いと思いま

した。 

5 全体  とても良い内容だと思います。 

6 全体  
前橋市がより良くなると良いとおも

います。 

7 全体  良いと思う。 

8 全体  

計画案の根拠が、グラフ等もあり分

かり易いです。  

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

多くの方にご覧いただき、ご理解い

ただけるよう、より分かりやすい資

料作成に努めてまいります。 

9 全体  

この計画が、書かれているだけで終

わらず、実際にこどもたちの生活が

少しでも楽になる形で実行され、"

実際に"こどもたちの生活が変わる

ことを願っています。こどもの立場

から見た現実の声も、ぜひ大切にし

てほしいです！！ 

ご意見のとおり、こどもたちが暮ら

しの中で変化を実感できるよう、計

画に位置付けた取組を推進してまい

ります。また、計画の評価・検証に

こどもにも参加してもらい、その意

見を施策に反映する取組を進めてま

いります。 

10 全体  

こどもの権利条約のイベントに参加

する権利は素晴らしいと思った。 

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

本計画に基づき、ワークショップな

ど、こどもの意見を聴くイベントな

どを開催し、その意見を施策に反映

する取組を進めてまいります。 

11 全体 ● 

70 ページ以上もある素案を、どれだ

けの人が読むのでしょうか？ 

全体を通して抽象的な表現が多く、

こども計画は、こども施策を総合的

に推進するための計画であり、複数

の計画を包含することから、全体の



自分や身近な子どもにどのような変

化や支援があるのかが分かりません

でした。 

市民向けには、もう少し具体例や、

やさしい言葉での説明が必要だと思

います。 

ボリュームが大きくなっておりま

す。そのため、より多くの人に見て

いただくための工夫として、「概要

版」や「やさしい版」の資料を作成

しました。また、いただいたご意見

を踏まえまして、計画の本編に具体

的な取組の例を写真などとともに掲

載しました。 

12 全体  

全部を確認できている訳では無い

が、子供に愛情を注いだり、責務を

果たす点に関しては、当たり前だと

思う反面、できていない人が多いか

ら出された政策なのは分かるが、当

たり前のことをやってる人に対して

の政策はないのかなと思いました。

補助や補助金等があれば良いなと思

います。 

ライフステージや置かれた状況に関

わらず、誰もが必要な支援に繋がれ

るよう施策の充実や情報提供の改善

等に努めるとともに、補助や負担軽

減策についても、効果や財政状況を

踏まえながら検討してまいります。 

13 全体  

少子高齢化が進む中、子供の人数を

増やしたいというのはありますが、

妊娠から色々経済的に難しい、不安

な部分もあるので、その辺の補償な

どもっと充実してくれると助かりま

す。 

本計画に掲げる基本理念の実現のた

めには、こどものみならず、若者や

子育て当事者への支援、更にそれを

取り巻く社会全体での取組が必要に

なります。 

本市が抱える課題の解決に向け、本

計画に基づき、こども・子育て施策

を総合的かつ計画的に進めるととも

に、補助や負担軽減策についても、

効果や財政状況を踏まえながら検討

してまいります。 

14 全体  

子育てしやすい環境を作って欲しい 本計画を策定し、関連する施策を総

合的かつ計画的に推進することによ

って、子育てしやすい環境を整備し

ていきます。 

15 全体 ● 

前橋市こども計画全体を通じて、

LGBTQ のこども・若者への支援施策

を、より体系的かつ横断的に位置づ

けることを要望します。 

 1.計画全体での位置づけ:現在、主

に「誰もが安心して暮らせる社会の

実現」の項目に記載がありますが、

ご意見のとおり、LGBTQ のこども・

若者に対する支援や周囲の理解を深

めるための取組が大切なことである

ことは認識しております。 

実施校数の拡充について、より多く

の児童生徒が在学中に学ぶ機会を得

られるよう、いただいたご意見を踏



教育、保健・医療、相談支援、居場

所づくりなど、各施策分野において

LGBTQ への配慮を明記することで、

より実効性のある支援が実現しま

す。 

 2.すべてのこどもに届く施策の実

現:より多くのこどもたちにこの学

びを届けることが、いじめ防止や人

権尊重の観点から重要です。思春期

に悩みを抱えても助けを求められな

いこどもたち、無知からいじめの加

害者になってしまうこどもたちを減

らすため、実施校数の拡充を検討し

ていただきたいです。「こどもまん

なか」を掲げる本計画において、す

べてのこどもの人権を守るための施

策の充実を求めます。 

 3.当事者参画の仕組み:計画の推進

や見直しにあたり、LGBTQ の当事者

や支援団体からの意見を聴取する仕

組みを設けることを提案します。

「こどものまち前橋こども・若者会

議」などに LGBTQ の当事者・アライ

の視点を含めることも重要です。実

際に現場で活動している団体との継

続的な協働体制を明記してくださ

い。 

 4.先進事例の参考:他自治体では、

パートナーシップ制度、レインボー

フラッグの掲示、LGBT 理解増進月間

の設定など、様々な取り組みが進ん

でいます。前橋市においても、こど

も計画と連動した包括的な施策展開

を期待します。 

 5.地域との連携:群馬県内で活動す

る当事者団体・支援団体との協働に

より、より実践的で効果的な支援が

可能になります。官民連携の枠組み

の中に、LGBTQ 支援団体との協力関

まえまして、「性の多様性に関する

講習会」の実施回数を成果指標に設

定するとともに、回数を増やすこと

を目標とすることとしました。 

当事者や支援団体の意見反映、他自

治体の先進事例や地域との連携など

は、いずれも LGBTQ のこども・若者

の人権を守るうえで大切な視点であ

り、今後の施策検討に生かしてまい

ります。 

なお、本計画は、様々なこどもに関

する施策を総合的に推進するための

計画であり、個別事業について詳細

を定めるものではありません。その

ため、計画全体のバランスを鑑み、

その他の記載内容については原案の

ままとし、いただいたご意見につい

ては、関係部局と共有させていただ

きますとともに、今後の市政の参考

とさせていただきます。 



係を明記していただきたいです。 

16 名称  

サブタイトルについて 

「こどもも幸せに暮らせる前橋市ス

マイル計画」の「も」が大人ありき

で、次にこどものような感じで気に

なります。  

２が最多投票の場合、その点を「必

要に応じて修正を加える」を実施し

ていただきたい。１は「前橋市こど

も基本条例」のとおり前橋市が取り

組む姿勢が感じられる。  

今回使用している「こどもも」の

「も」は、こども以外の大人も高齢

者もみんなが幸せに暮らせる前橋市

を実現したいという想いを込めて使

用していることを考案したこどもた

ちから伺っています。このため、

「も」は修正せずにそのまま使用す

ることとしました。 

17 第１章  

グラフにもあるように近年は心理的

虐待の傾向が高まっており、我々大

人の思う幸福がこどもにとってはス

トレスや精神的なダメージに繋がる

事も多いと思います。大人の考える

幸せを子供に押し付けるのでは無

く、子供の思う幸せを見つけてあげ

られるような計画を進めて頂きたい

と思います。 

こどもの権利保障の基本は、こども

の意見を尊重し、そのこどもの最善

の利益を第一に考慮することです。 

ご意見のとおり、こどもの意見を聴

きながら、こどものための施策を推

進できるよう努めてまいります。 

18 第１章  

対象に「子育て当事者」が入ってい

ることが良い。  

計画名に「こども」とあることか

ら、対象がこども、若者に見られが

ちであるが、その子らを「育てる親

たち」も含まれていることが「育

む」観点から良いものである。  

本計画に掲げる基本理念の実現のた

めには、こどものみならず、若者や

子育て当事者への支援、更にそれを

取り巻く社会全体での取組が必要に

なります。 

本市が抱える課題の解決に向け、本

計画に基づき、こども・子育て施策

を総合的かつ計画的に進めてまいり

ます。 
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第５章 

 基本目標１ 

 施策の柱１ 

 

こどもの権利の普及促進において、

性的マイノリティのこどもの権利保

障について、より明確に位置づける

ことを要望します。 

 1.差別禁止の明記:こども基本条例

や権利の普及において、性的指向や

性自認を理由とした差別の禁止を明

確に記載し、周知していただきたい

です。 

 2.安全な環境の保障:LGBTQ のこど

本計画に記載するこどもの権利の普

及促進は、こどもの権利保障につい

て定める前橋市こども基本条例に基

づき、市民のこどもの権利に関する

理解と関心を深め、地域全体でこど

もの権利を保障するという機運の醸

成を行うための取組です。性的マイ

ノリティのこどもを含め、全てのこ

どもに等しく権利はあり、差別の禁

止や安全な環境の保障についても、



もが、学校や地域で安心して過ごせ

る環境づくりを、こどもの権利保障

の一環として明示してください。思

春期のこどもたちが、周囲の無理解

に傷つくことなく、安心して学校生

活を送れることが重要です。具体的

には、いじめ・ハラスメント防止、

プライバシーの保護、相談しやすい

体制などです。 

 3.声を聴かれにくいこどもへの配

慮:33 ページの「声を聴かれにくい

こどもからの意見聴取」において、

不登校や障害、外国にルーツのある

こどもが挙げられていますが、

LGBTQ のこども・若者も対象に含め

ることを明記していただきたいで

す。性的指向や性自認について悩ん

でいても、周囲に打ち明けられず、

助けを求めることが難しいこどもた

ちがいます。こうしたこどもたちの

声を聴き、施策に反映させることが

重要です。 

全てのこどもが持つ権利として条例

に明記されています。 

また、こどもの意見表明について

も、計画での記載の有無に関わら

ず、全てのこどもが持つ権利であ

り、条例にも明記されています。そ

のことを、今後しっかりと周知して

いき、誰もが声を上げやすい環境の

整備を進めていまいります。 

なお、本計画は、様々なこどもに関

する施策を総合的に推進するための

計画であり、個別事業について詳細

を定めるものではありません。その

ため、計画全体のバランスを鑑み、

記載内容については原案のままと

し、いただいたご意見については、

関係部局と共有させていただきます

とともに、今後の市政の参考とさせ

ていただきます。 
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第５章 

 基本目標１ 

 施策の柱２ 

 

子どもの権利を尊重し、子どもの意

見表明する場面としてワークショッ

プを行ったことは素晴らしいと思い

ます。一方でこどもの権利意識を醸

成する乳幼児期の育ちへの取り組み

が少ないように感じます。普段から

乳幼児の声に耳を傾け、思いを代弁

し、保護者の子育ての伴走者として

はたらく多くの保育士を子どもアド

ボカシーと位置付け、意見を聞く機

会を作ってほしいと思います。ま

た、そのような役割りを保育士が意

識することは保育の質向上にもつな

がると思います。子どもアドボカシ

ーとしての位置付けと共に、保育の

質向上の支援を両方進めていただく

ことが、前橋の子育て環境の向上、

こどもの意見表明の取組についてご

評価いただいた一方、乳幼児期から

の権利意識の育ちに関する記述が十

分でないとのご指摘は、重要な視点

として受け止めております。 

保育現場では、こどもの思いや気持

ちを日常的に受け止め、必要に応じ

て言葉にして支える保育士が多くお

り、こうした関わりは保育の質を高

めるうえでも重要です。今後は、そ

の役割をより発揮できるよう、意見

を聞く機会の工夫や研修の充実な

ど、支援の方向性を検討してまいり

ます。 



子どもの権利いしきを醸成すること

につながると考えます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱１ 

 

デジタル化推進に伴い母子手帳を電

子化する事によって、今までなら子

供からでも母子手帳みてる〜や紙に

カキカキしてると捉えられるもの

が、また僕の方見ないで携帯いじっ

てるという状況になりかねないの

で、紙媒体の方が良いと思う。 

いまの 10 代の携帯使用時間はこれ

からもどんどんと伸びていくし、こ

の 10 代が親になった時に、携帯を

見てる時間が長い事が理由で産まれ

た新生児が死亡してしまうという事

になるからです。 

ヨーロッパ圏のように 18 歳までは

携帯を持たせないとした方が良いと

思います。せめて前橋市だけでも。 

今まで自分達大人も小さい頃は携帯

なんて見てないし、その分周りの友

達や大人達と目を見て話したりとい

う経験が出来ているからです。 

電子版母子健康手帳は、健診記録の

保存や成長のグラフ化、予防接種の

スケジュール管理、制度情報の配信

など、子育てに必要な情報を短時間

で確認できる仕組みです。保護者が

自分で調べる時間や手間を減らし、

育児の利便性向上につながります。 

紙の手帳はこれまでどおり使えま

す。紙で記録しながら、必要な場面

で電子版を併用するなど、ご家庭の

ペースで使い分けることができま

す。 

今後も、子育て世帯にとって使いや

すい電子版母子健康手帳となるよう

検討を進めてまいります。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱１ 

● 

成果指標として「性の多様性に関す

る講習会等の内容の理解度」を設定

し、現状 95.3%を「現状維持」とさ

れていることについて、再考をお願

いいたします。 

 1.目標値の見直し:理解度 95.3%は

一見高い数値ですが、「現状維持」

ではなく、「向上」を目指す姿勢を

示していただきたいです。性の多様

性の理解は、すべてのこどもの人権

に関わる重要な事項です。 

 2.追加指標の設定:理解度だけでな

く、以下のような実効性を測る指標

の追加を提案します。 

 ・「LGBTQ 人権教室の年間実施校

数」の目標設定 

 ・「LGBTQ 人権教室を受講した児童

本計画は、性の多様性のみならず、

様々なこどもに関する施策を総合的

に推進するための計画であり、成果

指標においては、施策の柱ごとに主

だった事業をいくつか抽出し、それ

に関する指標を１つずつ設けており

ます。そのため、ご指摘の視点は重

要なことであることは認識しており

ますが、計画全体のバランスを鑑

み、「性の多様性に関する講習会」

で１つの成果指標を設定することと

しております。なお、「性の多様性

に関する講習会」についての成果指

標は、いただいたご意見を踏まえま

して、実施回数を成果指標に設定す

るとともに、回数を増やすことを目

標とすることとしました。           



生徒数」 

 ・教職員向け研修の実施回数・参

加率 

 ・相談窓口への SOGI に関する相談

件数と対応状況 

 ・学校における性の多様性に配慮

した環境整備の実施状況(制服選択

制、性別に配慮したトイレ・更衣室

等) 

 3.受講機会の重要性:現在の理解度

95.3%は、講習会を受講した児童生

徒を対象とした数値と思われます

が、年間 2 校の実施では前橋市全体

の児童生徒のごく一部にしか届いて

いません。真に重要なのは、前橋市

のより多くの児童生徒が性の多様性

について学ぶ機会を得られることで

す。受講者の理解度に加えて、「受

講機会の提供」を重視した指標の設

定を求めます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱１ 

● 

LGBTQ 人権教室の実施について、大

変意義深い取り組みとして高く評価

いたします。この教育の必要性を強

く感じています。 

一方で、思春期は性的指向や性自認

に関する悩みを抱えやすい時期であ

り、本人も自身を説明する知識がな

く、周囲の無理解に傷ついても助け

を求めることが難しい状況にありま

す。また、非当事者の児童生徒も、

無知からいじめの加害者になってし

まうことがあります。より多くのこ

どもたちにこの学びを届けることが

重要です。 

以下の点について充実を図ることを

要望いたします。 

 1.実施対象の拡大:現在は小中学校

が対象ですが、特に思春期にあたる

中学生への実施を優先的に拡充して

ご意見のとおり、性の多様性に関し

てこども達への教育やこどもと関わ

る大人への研修は大切な取組である

と認識しております。 

実施対象の拡充について、より多く

の児童生徒が在学中に学ぶ機会を得

られるよう、いただいたご意見を踏

まえまして、「性の多様性に関する

講習会」の実施回数を成果指標に設

定するとともに、回数を増やすこと

を目標とすることとしました。 

学校においては人権教育を特定の教

科に限らず、学校の教育活動全体を

通じて体系的に進めております。道

徳科や保健体育などを中心に、自他

を尊重し多様な価値観への理解を深

める学びを充実してまいります。ま

た教職員に対しては指定研修を通じ

て LGBTQ を含む人権に関する重要課



いただきたいです。小学校高学年に

おいても、「多様性の尊重」「違いを

認め合うこと」の基礎を学ぶこと

が、いじめ防止につながります。 

 2.教職員・保育士への研修:こども

への教育と並行して、教職員や保育

士等への継続的な研修実施を事業と

して明記することを要望します。大

人の理解が深まることで、こどもた

ちが安心して相談できる環境が整い

ます。現場の教職員から LGBTQ のこ

どもへの適切な対応について質問を

受けることも多く、教職員研修の必

要性は極めて高いです。 

 3.具体的な内容の明示:「性的指向

やジェンダーアイデンティティの多

様性に対し理解を深め」とあります

が、SOGI(性的指向と性自認)ハラス

メント防止、カミングアウトへの適

切な対応、トランスジェンダーの児

童生徒への配慮(制服・トイレ・更

衣室等)など、具体的な取り組み内

容を計画に含めていただきたいで

す。 

 4.予算措置の重要性:これらの取り

組みを実効性あるものとするために

は、十分な予算確保が不可欠です。

より多くのこどもたちに学びの機会

を届けるため、予算の拡充をお願い

いたします。 

題についての研修を実施しており、

これらの充実について検討してまい

ります。 

なお、本計画は、様々なこどもに関

する施策を総合的に推進するための

計画であり、個別事業について詳細

を定めるものではありません。その

ため、計画全体のバランスを鑑み、

その他の記載内容については原案の

ままとし、いただいたご意見につい

ては、関係部局と共有させていただ

きますとともに、今後の市政の参考

とさせていただきます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱１ 

 

LGBTQ のこども・若者に対する保

健・医療支援について、計画への追

記を要望します。 

 1.性別違和への対応:トランスジェ

ンダーのこども・若者が抱える性別

違和に関する相談体制や、必要に応

じた医療機関との連携について、施

策として明記していただきたいで

す。特に思春期は身体的変化が始ま

ご意見のとおり、LGBTQ のこども・

若者、その保護者への支援は大切な

取組であることは認識しています。 

性別違和に悩むこどもへの相談体制

の整備や医療機関との連携、偏見や

無理解による心理的負担へのメンタ

ルヘルス支援、さらには保護者への

理解促進や相談支援など包括的な支

援について、検討してまいります。 



る時期であり、性別違和に悩むこど

もにとって適切な支援が必要です。 

 2.メンタルヘルス支援:LGBTQ の若

者は、社会的な偏見や差別、周囲の

無理解により、メンタルヘルスの課

題を抱えやすいことが調査で明らか

になっています。専門的な相談窓口

の設置や、カウンセリング体制の充

実を図ることを計画に含めてくださ

い。実際に学校現場で LGBTQ 人権教

室を実施すると、終了後に個別に相

談に来る児童生徒がいます。継続的

な支援体制が必要です。 

 3.保護者支援:LGBTQ のこどもを持

つ保護者に対する理解促進セミナー

や相談支援も重要です。家庭での理

解と受容が、こどもの健全な成長に

不可欠です。保護者自身も、どう向

き合えばよいか悩んでいるケースが

多く、適切な情報提供と支援が求め

られています。 

なお、本計画は、様々なこどもに関

する施策を総合的に推進するための

計画であり、個別事業について詳細

を定めるものではありません。その

ため、計画全体のバランスを鑑み、

記載内容については原案のままと

し、いただいたご意見については、

関係部局と共有させていただきます

とともに、今後の市政の参考とさせ

ていただきます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 

素案に盛り込まれている「高校生世

代バス交通利用促進奨励金制度（通

学定期券の購入代金の半額支援）」

を歓迎します。この支援を検討する

際、前橋市内に住み、高崎市など市

外の高校へ通学している生徒も必ず

対象に含めてほしいです。 

アンケート調査では、子育て中の保

護者の約 7 割が「子育てで出費がか

さむこと」を悩みとして挙げていま

す。市外への通学は交通費が割高に

なる傾向があり、家計への負担も大

きいため、住んでいる場所（前橋

市）からの支援があることは、保護

者にとっても非常に大きな支えにな

ります。 

また、本計画の基本目標２では「こ

どもから若者へ切れ目のない支援」

現在実施している本制度につきまし

て、市内の対象路線であれば、前橋

市に居住で市外高校に通学される方

も対象としております。 



を掲げています。通学先が市外であ

っても、前橋市民である高校生の学

びと移動を支えることは、計画の理

念に合致するはずです。 

さらに、市外へ通う高校生がバスを

利用しやすくなることで、放課後に

前橋駅周辺やアクエル前橋などの

「こどもの居場所」に立ち寄りやす

くなり、地元の魅力を再発見した

り、地域とつながりを持ったりする

きっかけにもなると考えます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 

近年、中学生の部活動が地域に移行

していることについて考えました。

顧問をしてくださる先生方の負担が

大きいため、部活動の時間がどんど

ん短くなっていることで、部活動に

物足りなさを感じました。「多様な

学びの日」として、第二・第四土日

の部活動がなくなったことで練習試

合が減り、自分の課題、周りとの連

携を確認する場が少なくなったなと

思いました。なのでとても難しいこ

とは承知の上ですが、中学の先生が

顧問をしていたところを、外部コー

チに替えるなどすることで、部活動

が増えたら良いなと思いました。 

令和６年９月より中学生の受け皿と

なる地域クラブを募集し、令和７年

１２月末現在で、９０を超える地域

クラブが部活動のない休日を中心に

活動を始めております。地域クラブ

の指導者は、部活動の顧問の先生と

は異なる地域の方がほとんどです。 

今後も、こどもたちの居場所や活動

の場、活躍の機会がなくならないよ

うに、こどもたちの活動を地域で支

える本市の体制整備に努めてまいり

ます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 

こども図書館移転について移転は親

子目線にないと思う。 

元気 21 のプレイルームとこども図

書館は同じフロアにあることが親子

に優しいです。 

プレイルームの予約が出来るように

なりました。しかし、こども中心で

すから予約外でプレイルームに来る

親子は多いと思います。プレイルー

ムへの待ち時間を同じフロアのこど

も図書館で過ごす事で息子も図書館

を楽しんでいました。とにかく移動

が大変なので現状維持を強く願いま

前橋こども図書館は、「前橋市立図

書館新本館基本構想・基本計画」に

おいて、図書館新本館に移転統合す

ることが決定しています。 

前橋こども図書館跡地の活用につい

ては、プレイルームとの関係性を考

慮して、新たな子育て拠点として魅

力ある活用方法を検討していきま

す。 



す。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 

「前橋市高校生学習室」の利用対象

拡大と拠点拡充  

利用対象を高校生のみから中学生・

小学生と拡充することで、「子育て

当事者」が買い物等で一時預け所と

して勉強させる場とすることで、子

育て世代を手助けするとともに、高

校生が中学生・小学生に勉強を教

え、中学生が小学生に勉強を教え、

また逆に、小学生が中学生・高校生

に、中学生が高校生に「勉強を教え

てください。」って言えるような雰

囲気と世代を超えたコミュニケーシ

ョンを取れるような社会性を養う場

とすること、上の学校に進学した際

の部活動をはじめとする、社会に出

た時に、上下関係にスムーズに溶け

込める社交性も併せて育む場とす

る。  

前橋市高校生学習室につきまして

は、開室以来、多くの高校生にご活

用いただいております。利用者アン

ケートにおいても、「高校生だけが

利用できることで落ち着いて学べ

る」「安心して過ごせる」といった

声が多く寄せられており、この安心

感の確保は学習室の重要な役割と認

識しております。 

一方で、ご提案のとおり、異なる世

代が交流しながら学び合う機会は、

こどもたちの社会性や思いやりを育

む上で大変意義のあるものと考えて

おります。 

本市では現在、中学生の常時利用は

行っておりませんが、高校生や大学

生が学習支援を行う自主事業を通じ

て、中学生が学べる機会を設けてお

ります。また、小学生についても、

体験講座やイベント等への事業周知

を通じて学習室に触れられるよう取

り組んでおります。ご提案いただい

た利用対象の大幅な拡大について

は、高校生の安心・安全な学習環境

の確保との両立が必要であり、目的

や運営体制、利用状況などの観点か

ら慎重な検討が求められます。 

いただいたご意見は、今後の若者の

学びと交流のあり方を考える上で大

変貴重なものとして受け止め、より

よい環境づくりに向けて参考にさせ

ていただきます。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 前橋市では、前橋駅前のアクエル前

橋内に「高校生学習室」を設置して

おり、年間 3 万人以上の延べ利用者

がいるなど、中高生の学習場所とし

て非常に高いニーズがあることが示

されています。素案ではこの利用人

現在、中央前橋駅周辺については、

徒歩５分程度の位置に中央公民館が

あり、館内に自習が可能な学習スペ

ースを約６０席設けております。学

校帰りにも利用しやすい環境となっ

ており、この施設をご活用いただけ



数をさらに増やす目標が掲げられて

いますが、さらなる利便性向上のた

め、前橋駅だけでなく、新前橋駅お

よび中央前橋駅の周辺にも、中高生

が利用できる図書室や自習スペース

を設置することを提案します。 

理由は以下の 3 点です。 

 1. 交通の結節点としての利便性：

新前橋駅は JR 各線の乗り換え拠点

であり、市外（高崎市など）へ通学

する生徒が非常に多く利用します。

また、中央前橋駅は上毛電気鉄道の

起点です。これらの主要駅に、電車

やバスの待ち時間を有効活用できる

「学びの場」があれば、通学時間が

長い生徒の学習環境が大きく改善さ

れます。 

 2. 多様な居場所の確保：アンケー

ト結果では、中高生の約 5 割が「地

域が自分の居場所になっている」と

感じていますが、家庭や学校以外の

「第 3 の居場所」を求める声も多く

あります。駅という公共性の高い場

所に、本に触れ、静かに集中できる

空間（中高生向け図書室）があるこ

とは、こどもが「大切にされてい

る」と実感できる具体的な施策にな

ります。 

 3. 既存施設との連携と広報：前橋

こども図書館（本町）は素晴らしい

施設ですが、学校帰りの生徒にとっ

ては、駅により近い場所に分館や学

習スペースがある方が利用しやすく

なります。また、これらの施設を

「ミライバシ」などのキャリア支援

や地元の魅力発信の拠点として活用

することで、若者と地域のつながり

を強化できると考えます。 

るものと考えております。また、現

在のところ駅近くに図書館分館を設

置する計画はございません。 

ご指摘のとおり、交通結節点である

駅周辺における中高生の学習環境の

充実は重要なテーマであると認識し

ています。主要駅の利用状況や学習

ニーズの変化なども踏まえならが、

自主的な学びを支える環境の拡充に

向けて、今後の検討に活かしてまい

ります。 

30 第５章  第五章（P42、P43）において、若者 ご指摘のとおり、アンケート調査の



 基本目標２ 

 施策の柱２ 

世代、特に独身者について、経済的

な理由から子育てに不安を感じるほ

か、結婚自体が困難であると感じて

いる意見が多いことが示されていま

す。一方で、本計画で示されている

経済的支援については、妊娠以前の

段階を対象とした施策があまり見受

けられなかったように感じます（青

年期 P44、妊娠・出産以降 P49～）。 

現在の子育て支援は、子を持って初

めて恩恵を受けられるものが中心で

あると認識しています。一方で、少

子化対策は喫緊の課題であり、子を

持つ前段階にある若者世代や独身者

への経済的支援も、こども計画の中

で重要な課題として位置づける必要

があると感じます。今の若者世代に

とって必要なのは、子を持ってから

の支援だけでなく、現在の生活に対

する経済的な安心感であり、その確

保は若者世代の活性化や人口流出の

抑制にもつながると考えます。市政

で実施できる経済的支援には限りが

あるとは思いますが、将来の子育て

につながる「今の経済的安心感」を

支える具体的な施策を盛り込むこと

は可能ではないでしょうか。 

既に施行されている政策も含め、例

えば交通の便の改善や補助、家賃補

助や住宅支援、空き家対策事業、光

熱費補助など、子育て世帯に限ら

ず、結婚前の若者世帯にも対象を広

げた経済的支援を検討することが求

められるのではないかと考えます。

また、市外の事例ですが、若い世代

が理想の数の子どもを持たない理由

として「住居が狭いこと」を挙げる

人が一定数いるという調査結果も見

られます。 

結果、「若者が経済的に不安定」で

あることから今の社会は結婚しにく

いと感じている独身者が多いことが

分かりました。また、結婚に関する

支援で行政に期待することとして、

「新婚者向けの住宅補助など金銭的

支援」を期待する独身者が多くなっ

ております。 

若者の結婚や子育てに対する不安を

取り除けるよう、若者に対する補助

や負担軽減策について、効果や財政

状況を踏まえながら検討してまいり

ます。 



子を持つことや結婚することへの不

安が少しでも低減される前橋市にな

ることを願います。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 

学校のタブレットの閲覧制限が厳し

すぎて調べたい事が､調べられず､困

ることがあります。もう少し制限を

優しくして欲しいです。 

児童生徒がネット上のトラブルに巻

き込まれず、安心して勉強に集中で

きるよう、タブレットには一定の制

限を設けています。 

一方で、学習に役立つサイトについ

ては、学校や教育委員会で内容を確

認したうえで、必要に応じて利用で

きるよう設定を調整するなど、柔軟

な対応もしております。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱２ 

 温かくて美味しい給食を学校の友達

と食べたい。 

学校給食では、こどもたちにおいし

い給食を届けるため、旬の食材の良

さを活かした献立づくりに加え、安

全で良質な食材の確保にも努めてい

ます。 

今後も、こどもたちが友達と一緒に

温かくておいしい給食を楽しめるよ

う、内容の充実を図ってまいりま

す。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱３ 

 

地域の保健センターがありません。 

宮城、粕川、大胡の為の保健センタ

ー出張所の様なのがあったら良いと

思う。 

健診時、赤ちゃん連れで一カ所朝日

町に集まりひたすら待つのは地獄で

した。 

乳児期の健診については、より身近

なかかりつけ小児科等で受診が可能

です。1 歳 6 か月児、2 歳児歯科、3

歳児健診については前橋市保健セン

ターでの集団健診による実施となっ

ておりますが、待ち時間の短縮のた

め、受付については、時間で区切り

一定人数を割り当てることや、健診

を回っていただく順序の変更を柔軟

に調整すること等により、所要時間

の短縮に努めております。 

今後も健診を受診される方へ配慮し

ながら対応してまいります。 
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第５章 

 基本目標２ 

 施策の柱４ 

 

いじめにおいては犯罪と言う事を認

識させるような教育をして欲しいで

す。 

いじめは児童生徒の人権を著しく侵

害する行為であり、場合によっては

犯罪に該当する重大な問題であると

認識しております。各学校では、道

徳教育や人権教育をはじめ、いじめ



防止対策推進法の趣旨や内容を踏ま

えた学級活動・委員会活動等の特別

活動を通して、いじめを決して許さ

ない意識の醸成に努めております。

合わせて、スクールロイヤー等の専

門家と連携したいじめ防止に関する

教育的取組を行っている学校もあ

り、法的な視点からの理解を深める

機会の充実を図っております。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱１ 

 

こども計画とともに、外してはいけ

ない前提の 1 つとして、支援者・教

育者フォローも必要かと思います。

関わる大人に時間や経済的な余裕、

発達障害などの専門的知識が必要で

はないでしょうか。 

ご指摘のとおり、支援者や教育者を

はじめ、こどもに関わる大人が安心

して役割を果たすことができるよ

う、大人に対する支援を行うことは

重要なことであると認識しておりま

す。 

本計画でも、支援者に対する研修会

の開催や専門的助言及び支援の実施

等を位置づけており、継続的な支援

者のフォローに努めてまいります。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱２ 

 

早くに「こども、若者」に成功体験

を経験させる機会の創設  

早いうちにどんなことでもいいから

成功体験を味わわせて、自分自身に

自信・やれば出来ることを体感して

教えることで、その後の人生に積極

的に取り組む姿勢を植え付け、「こ

ども、若者」の将来に夢を持たせる

ことで、生きる素晴らしさのきっか

けづくりの手助けを前橋市民、行

政、民間企業、各種団体等で行う。  

ご指摘のとおり、こどもに成功体験

を経験させることは、自己肯定感や

自己有用感を育む上で重要であると

認識しております。 

本市としても、こどもが意見を表明

し、それを市政に反映させる取組な

ど、こどもが様々な経験を通じて成

功体験を得られるよう、こどもの成

長の支援に努めてまいります。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱２ 

● 

将来の進路や仕事について考える機

会の創出 

少子化に伴い、労働者確保に官民問

わず苦慮している。それに伴い、公

務員自体も人気低迷に加え、老朽化

したインフラ整備を担う土木職、建

築職が国・県・市・町の職員に共通

して不足する状況である。  

令和７年度から本市にあっても県内

ご意見のとおり、土木職・建築職の

受験者数は全国的に減少しており、

本市でも同様の課題を抱えていま

す。このため、大学等推薦による試

験方式については、多くの方に受験

いただくための重要な選択肢の一つ

と考えています。 

一方で、公平性にも十分配慮しなが

ら、将来の進路や仕事を考える際の



で初めて土木職、建築職について、

県内大学等からの推薦による試験方

式を導入した。本市は、本市が運営

する「前橋工科大学」があり、当校

は土木系学科、建築系学科を有して

いることから、医学部受験の地域枠

のように、採用の公平性に支障がな

ければ、土木職、建築職採用に「前

橋工科大学枠」が可能であれば、上

記推薦方式に加えて新設し、入学

前・在学中の早い時期から幅広く情

報を得ることで、将来の進路や仕事

について考える機会を創出し、さら

には本市での就業につながっていく

ことで本市からの転出抑止・転入

(本市以外からの進学・就職)を創出

する。 

併せて、警察官・警察職員の希望者

も減少傾向にあることから、上記４

に参加したこどもや若者に警察の仕

事について考える機会を創出し、将

来の警察官・警察職員への就業につ

ながっていくことで本市からの転出

抑止も図れれば、こどもや若者、子

育て当事者とともに前橋市・群馬県

警察のすべてがＷＩＮ―ＷＩＮとな

る機会を創設する。 

選択肢の一つとなるよう、多様な試

験方法の検討を進めてまいります。

また、市役所で働くことに興味や関

心がある方に対し、業務内容の説明

や職場見学、仕事体験などを実施す

るなど、職員採用に向けた情報発信

にも取り組んでおります。 

なお、いただいたご意見を踏まえま

して、事業実施計画に「職員採用に

向けた業務理解・魅力発信の取組」

を追加するとともに、地域人材の育

成・定着に関する取組として「本市

と市内大学等との連携事業」、「共愛

学園前橋国際大学との連携事業」を

追加しました。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱４ 

● 

前橋市内の小学校通学路について、

登下校時の交通量を市及び所轄警察

で把握し、危険な道路はスクールゾ

ーン化して、子供の安全を最優先す

る。 

こども達の通学路の安全のために、

各学校から挙がってきた危険箇所を

基に、警察や道路担当の関係機関と

ともに毎年通学路合同点検を実施

し、危険箇所の把握と必要な対策を

協議し、改善を図っております。 

今後も各学校や関係機関と連携を取

りながら通学路の安全確保に努めて

まいります。 

なお、いただいたご意見を踏まえま

して、事業実施計画に当該事業を追

加しました。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱４ 

● 

整備されていない通学路が多く非常

に危険です。交通安全の面からもス

クールバスがあれば良いのにと思い

ます。 

スクールバスにつきましては、運行

に多くの費用を要するため、遠距

離、山道により徒歩、自転車による

通学が困難な児童生徒を対象として

おります。 

また、こども達の通学路の安全のた

めに、各学校から挙がってきた危険

箇所を基に、警察や道路担当の関係

機関とともに毎年通学路合同点検を

実施し、危険箇所の把握と必要な対

策を協議し、改善を図っておりま

す。今後も各学校や関係機関と連携

を取りながら通学路の安全確保に努

めてまいります。 

なお、いただいたご意見を踏まえま

して、事業実施計画に当該事業を追

加しました。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱４ 

 

特に防犯安全に力を入れて欲しいで

す。教員や関わる人間からの性被害

やいじめのニュースが多く心配で

す。防犯カメラの設置を義務化して

欲しいです。 

本市ではすべての小中学校に防犯カ

メラを設置し、校門や玄関、給食コ

ンテナ室などを中心に安全確保に努

めております。 

一方で、学校ごとに規模や構造が異

なること、また設置管理に要する費

用などから、大幅な増設は難しい状

況です。いただいたご意見は、今後

の安全対策の参考とさせていただき

ます。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱４ 

 

通学中の連れ去りなどが心配です。 各学校において地域や保護者との協

力のもと、通学路の安全点検を実施

しております。そこで把握した「人

通りが少ない」などといった項目を

含めた危険箇所を報告していただ

き、警察などの関係機関と共有して

います。また、各学校においても、

複数で下校するように促すなどの指

導も行っております。 

今後も各学校や警察などの関係機関

と連携を取りながら通学路の安全確

保に努めてまいります。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱４ 

 

「『安全・安心に』成長できる環境

の整備」のために群馬県警察本部・

前橋警察署・前橋東警察署との連携 

 群馬県警察ＨＰに掲載のとおり、

令和８年群馬県警察重点目標の指針

に「安全・安心を実現できる群馬県

の実現」とある。前橋市と手法は異

なるが、目指す方向は同じであるこ

とから、警察にはさまざまな部門が

あるので、「餅は餅屋」の知識・経

験・ノウハウを活用し、下記対策を

前橋市と県警で連携して推進し、体

感治安向上を図る。 

 ⑴ 通学時の自転車事故が中学

生・高校生ともに群馬県が多いの

で、警察と連携して対策を図る。 

 ⑵ 水難事故予防（水辺安全教

室）・交通安全関連事業（交通安全

教室など）ＤＶ講座・不審者対応訓

練・防犯等への対策を身につける講

座などを警察と連携し、こどもや若

者が自らを守るための知識を習得で

きるよう実施する。 

 ⑶ こどもや若者の非行防止や犯

罪被害防止等に向けての活動も警察

と連携して推進する。 

 ⑷ インターネット上でのいじめ

や人権侵害などの問題でトラブルに

巻き込まれないようにネットパトロ

ールを警察と連携して推進する。 

ご意見のとおり、警察と連携して施

策を推進することは、安全・安心に

成長できる環境の整備に非常に効果

的であると考えております。挙げて

いただいた事業では、既に警察をは

じめ、関係機関と連携して取り組ん

でいるものも多くございます。 

今後も引き続き、関係機関等と連携

を図りながら、安全・安心に成長で

きる環境の整備に努めてまいりま

す。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱５ 

 毎日、前橋市から高崎市の高校へ通

学しており、新前橋駅を頻繁に利用

しています。素案にある「前橋市高

校生学習室（アクエル前橋）」は非

常に素晴らしい施設ですが、新前橋

駅周辺、例えば上毛スクエア等にも

同様の自習スペースを設置してほし

いです。 

新前橋駅は JR 各線の結節点であ

新前橋駅周辺への学習室設置につい

ては、現在の高校生学習室の利用動

向や高校生数の推移、学習ニーズの

変化、候補地の条件、運営体制な

ど、複数の観点を踏まえて総合的に

検討する必要があります。 

いただいたご意見は、高校生の自主

的な学びを支える環境の拡充に向け

て、今後の検討に活かしてまいりま



り、市外の高校へ通う多くの生徒が

乗り換えや通学で利用する重要な拠

点です。現在のアクエル前橋の延べ

利用者数が年間 3 万人を超え、目標

値もさらに引き上げられている状況

を考えると、高校生の学習場所に対

する需要は非常に高いと感じます。 

特に試験期間中などはアクエル前橋

が非常に混雑し、席が確保できない

こともあると思います。交通の要所

である新前橋駅前に、学校帰りや乗

り換えの待ち時間に立ち寄れる学習

室があれば、時間を有効に活用で

き、学習環境がさらに充実します。

素案の基本目標３が掲げる「こども

が安全に、安心して、自ら学び、成

長できるまち」を実現するために、

ぜひ新前橋駅周辺への施設整備を検

討してください。 

す。 

44 

第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱５ 

 

放課後の居場所づくりやまちづくり

について細かく分けられています

が、こどもが過ごす場所で最も多く

の時間を過ごしているのが「学校」

です。放課後や勉強する場所がある

ことはありがたいことですが、それ

よりも前に整備してほしい場所が学

校の環境ではないでしょうか。 

◯衛生的に決して清潔とは言えない

暗くて冷たいトイレ 

◯ささくれ立った木の椅子や机 

◯害虫が出たり、冷暖房設備のない

特別教室 

◯職員が足らずに担任不在の学級 

◯ほうきでの掃き掃除、ぞうきんで

の拭き掃除しかさせられない清掃環

境 

◯うざ、きも、しね、という言葉を

簡単に使う子が多く存在する環境 

課題は本当に多いです。文字にする

こどもたちの健やかな成長には、安

全、安心な施設や環境が不可欠で

す。ご指摘のとおり、トイレや机・

椅子の老朽化、冷暖房設備の不足、

教職員不足など課題は多いことは認

識しております。 

これらの課題については、引き続き

学校環境の改善を重点課題とし、計

画的に取り組むことに努めてまいり

ます。 



と小さいことに思われますが、こど

もたちが過ごしている学校の環境か

ら改善していただく必要があると思

います。 

45 

第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱５ 

 

放課後児童クラブの中でスポーツク

ラブも選択肢にあれば良いと思いま

す。学童ではぎゅうぎゅうの部屋で

子ども達が遊んでいるそうなので、

のびのびスポーツを楽しんで欲しい

と思いました。 

放課後児童健全育成事業（放課後児

童クラブ）は、保護者の就労等によ

り放課後に適切な見守りが必要な小

学生を対象に、安心して過ごせる生

活の場を提供し、遊びや集団生活を

通じた育成支援を行うことを目的と

した事業です。このため、スポーツ

クラブや各種習い事のように、特定

の活動や技能の習得を目的としたも

のとは性質が異なります。 

一方で、放課後児童クラブにおける

育成支援の中では、こどもたちが心

身ともに健やかに成長できるよう、

体を動かす遊びやスポーツを取り入

れているクラブもあります。また、

状況に応じて学校の校庭等を活用

し、のびのびと体を動かして過ごす

時間を設けております。 

市としましては、いただいたご意見

の趣旨も踏まえながら、放課後児童

クラブの運営者とも協力し、児童一

人ひとりの発達や興味に寄り添い、

適切な遊びや生活の場の充実を図る

ことで、健全な育成につながる環境

づくりに今後も努めてまいります。 
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第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱５ 

 

学校以外にも安心して過ごせる居場

所がもっと必要だと感じました。学

校に行けない時や、行くのがつらい

時でも、否定されずに過ごせる場所

があると助かるこどもは多いと思い

ます。 

こどもが安心して過ごせる居場所づ

くりは、健やかな成長を支える上で

非常に重要であると認識していま

す。今後も本計画に基づき、一人ひ

とりが安心して過ごせる居場所づく

りを推進してまいります。 

47 

第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱５ 

 前橋にこどもが遊べてお勉強もでき

る生涯学習センターのような施設が

多くなったり、洋服屋さんや靴屋さ

んなどでこどもの遊びスペースがで

こどもが安心して過ごせる居場所づ

くりは、健やかな成長を支える上で

非常に重要であると認識していま

す。今後も本計画に基づき、一人ひ



きるといいのかなと思いました。ま

た、その生涯学習センターのような

建物の中でワークショップなどがで

きると一石二鳥なのかなと思いまし

た。 

とりが安心して過ごせる居場所づく

りを推進してまいります。 

こどものワークショップ等について

は、ご意見の場所も含め、効果的な

会場で実施できるよう検討してまい

ります。 

48 

第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱６ 

● 

不登校や学校がつらいこどもへの支

援について、具体的な内容が分かり

にくいと思いました。どこに相談す

ればいいのか、どんな支援が受けら

れるのかを、こどもにも理解できる

言葉でまとめてほしいです。 

いただいたご意見を踏まえまして、

本計画の本編とやさしい版に、相談

窓口や相談内容等の一覧を追加しま

した。 

内容によって複数の相談窓口があり

ますが、相談内容に近いと思った窓

口におかけいただければ、必要に応

じて担当となる窓口にお繋ぎするこ

とも可能です。困っていることや、

悩んでいることがあるときは、ご相

談ください。 

49 

第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱６ 

 

子どもが困り事を相談する窓口です

が、電話番号の書かれたチラシ等を

よく目にします。ですが電話より、

LINE やメールでやり取り出来る方が

良いと私は思います。今の時代、固

定電話や公衆電話が減り、スマホを

子どもに持たせているといっても、

限られた人とだけだったり、我が家

に関しては LINE しか出来ないよう

にして持たせています(子どもに迷

惑電話がかかってきては困るた

め)。QR コードや LINE 友達、インス

タも電話が出来るらしいので、それ

らを活用されてはいかがでしょう

か？ 

こどもに関する相談窓口であるプラ

ザ相談室では、電話や来所のほか、

メールによる相談も受け付けており

ます。また、一部相談では、貸与す

るタブレット端末から相談ができる

ようになっておりますが、いただい

たご意見を参考に、引き続き相談し

やすい環境の整備に努めてまいりま

す。 

50 

第５章 

 基本目標３ 

 施策の柱６ 

 

相談体制において、LGBTQ に関する

専門的な相談対応について追記を要

望します。 

 1.専門相談窓口の設置:性的指向や

性自認に関する悩みを抱えるこど

も・若者、およびその保護者が安心

して相談できる専門窓口の設置を明

相談体制については、既存の窓口に

おいて、LGBTQ に関する相談やこど

もの相談は受け付けております。既

存の相談窓口の周知に努めるととも

に、相談しやすい環境の整備や相談

体制の充実等について検討してまい

ります。 



記してください。思春期のこどもた

ちは、自分の気持ちをどう理解し、

誰に相談すればよいか分からず、孤

立しやすい状況にあります。相談員

には、LGBTQ に関する専門知識を持

つ人材の配置が必要です。専門団体

との連携も有効です。 

 2.学校における相談体制:スクール

カウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーが、LGBTQ に関する相談に

適切に対応できるよう、研修の実施

と対応マニュアルの整備を計画に含

めてください。LGBTQ 人権教室実施

後、児童生徒から相談を受けること

がありますが、継続的な支援につな

ぐ体制の構築が必要です。 

 3.オンライン相談の充実:匿名性を

保ちながら相談できるオンライン・

SNS 相談窓口の設置も有効です。若

者世代が利用しやすい相談チャンネ

ルの多様化を図ってください。特

に、周囲に打ち明けにくい悩みだか

らこそ、匿名で相談できる窓口の重

要性は高いです。 

なお、本計画は、様々なこどもに関

する施策を総合的に推進するための

計画であり、個別事業について詳細

を定めるものではありません。その

ため、計画全体のバランスを鑑み、

記載内容については原案のままと

し、いただいたご意見については、

関係部局と共有させていただきます

とともに、今後の市政の参考とさせ

ていただきます。 

51 別冊１ ● 

「LGBTQ 人権教室」について、この

事業の重要性を実感しております。

事業概要として「市内の小中学校を

対象に、多様な性のあり方を学び、

自分らしさを大切にするとともに、

違いを認め合い、お互いを尊重する

大切さを学ぶ機会としています」と

記載されていることは素晴らしいで

す。しかしながら、現状では年間 2

校分の予算しか確保されておらず、

前橋市の学校数(小学校約 50 校、中

学校約 20 校、高校 1 校)を考える

と、多くのこどもたちにこの大切な

学びを届けるには不十分であると考

えます。 

ご意見のとおり、性の多様性につい

て、こども達への計画的かつ継続的

な教育の重要性については認識して

おります。 

より多くの児童生徒が在学中に学ぶ

機会を得られるよう、いただいたご

意見を踏まえまして、「性の多様性

に関する講習会」の実施回数を成果

指標に設定するとともに、回数を増

やすことを目標とすることとしまし

た。 

また、中学生への優先的な実施や、

継続的な学習の仕組みづくりについ

ても、教育委員会と連携を図りなが

ら、引き続き検討を進めてまいりま



実施拡充が必要な理由:性的指向や

性自認に関する他者との違いに悩む

のは、思春期が最も多い時期です。

この時期のこどもたちは、自分自身

を説明する知識がなかったり、周囲

(友だち、保護者・親族、教員)の無

理解に傷ついても、助けを求めるこ

とが難しい状況にあります。また、

非当事者の児童生徒においても、無

知からいじめの加害者になってしま

うことがあります。こうした状況を

防ぐためにも、より多くのこどもた

ちにこの教育を届けることが必要で

す。 

以下の点について、計画への反映と

予算の拡充を要望いたします。 

 1.実施校数の段階的拡充:現状の年

間 2 校から、段階的に実施校数を増

やしていくことを目標として明記し

てください。まずは計画期間内(令

和 8 年度～11 年度)に、より多くの

こどもたちが在学中に一度はこの教

室を受講できる機会を増やすことを

目指していただきたいです。具体的

な年次計画を策定し、着実に拡充し

ていくことを求めます。 

 2.中学校での優先実施の検討:思春

期にあたる中学生は、性的指向や性

自認に関する悩みを抱えやすい時期

です。まずは市内の全中学校で定期

的に実施できる体制を目指すなど、

優先順位をつけた実施計画の策定も

有効と考えます。 

 3.実施体制の明確化:担当課は「共

生社会推進課」となっていますが、

教育委員会との連携体制を強化して

ください。外部の専門団体(当事者

団体や支援団体)との協働を明記

し、実際に講師派遣を行っている団

す。 

なお、本計画は、様々なこどもに関

する施策を総合的に推進するための

計画であり、個別事業について詳細

を定めるものではありません。その

ため、計画全体のバランスを鑑み、

その他の記載内容については原案の

ままとし、いただいたご意見につい

ては、関係部局と共有させていただ

きますとともに、今後の市政の参考

とさせていただきます。 



体との継続的な連携を保障してくだ

さい。当事者の声を直接届けること

が、こどもたちの心に響く効果的な

教育につながります。 

 4.継続性の確保:単発の教室ではな

く、発達段階に応じた継続的な学習

プログラムとして位置づけることを

要望します。小学校高学年から中学

生の時期に、適切なタイミングで学

ぶ機会を設計してください。 

52 別冊２ ● 

学校のトイレ環境について強く改善

してほしいです。古くて汚れやにお

い、便器の冷たさが気になり、体調

が悪い時や生理の時などにつらく感

じます。毎日使う場所なので、すべ

ての学校のトイレを清潔で使いやす

いものにしてほしいです。トイレの

環境が原因で学校に行きづらくなる

人もいると思います。 

本市では学校のトイレをより快適で

使いやすい環境にするため、便器の

洋式化（ウォームレットで便座が温

かいトイレへの更新）、床の乾式化

（汚れを掃除しやすい床へ改修）、

配管の改修（臭いや漏水の改善）と

いったトイレの改修工事を毎年計画

的に進めています。全ての学校を順

番に改修しているため時間がかかり

ますが、引き続きよりよいトイレ環

境となるよう取り組んでまいりま

す。 

なお、この取組は、こども計画の別

冊２施設整備計画に位置付けており

ます。 

53 概要版  

レイアウトのデザイン配色も見易い

です。 

２ページの計画についての文章は、

少し書体を拡大＆太字にしてもよい

かと思います 

今後も市として様々な支援を、様々

な部署で、民官連携して計画を進め

ていただくことに感謝致します。 

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

多くの方にご覧いただき、ご理解い

ただけるよう、より分かりやすい資

料作成に努めるとともに、本計画の

基本理念の実現に向け、計画に基づ

く様々な施策を実施してまいりま

す。 

54 やさしい版  

レイアウトのデザイン配色も見易い

です。 

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

多くの方にご覧いただき、ご理解い

ただけるよう、より分かりやすい資

料作成に努めてまいります。 

55 やさしい版  ２ページ「子ども計画ってなあ ご賛同いただきありがとうございま



に？」 

そこの文章が詳しく書いてあるので

理解しやすかったです。 

す。 

本計画は、より多くの方にご覧いた

だけるよう「概要版」や「やさしい

版」の資料作成もしております。

「概要版」は計画の内容を要約して

まとめた資料、「やさしい版」は内

容をより簡潔にし、平易な用語を用

いた資料となっております。いずれ

も皆様にご理解いただけるよう、よ

り分かりやすい資料作成に努めてま

いります。 

56 やさしい版  

理由や目標にしている姿にするため

に取り組んでいきたいこと、私たち

にもできることなどを分かりやすく

まとめていて良かった。 

57 やさしい版 ● 

『こどもの気持ちや意見を大切にし

ながら、みんながずっと幸せな生活

を送ることができる社会を実現する

ために、国のルールとなる「こども

基本法」ができました。前橋市は、

こどもの権利を守り、みんなの声を

聴きながら、もっと良いまちをつく

っていくために、「こども基本法」

をもとに「前橋市こども計画」を新

しく作ることにしました。』の部分

が文章だらけで少し分かりにくいの

で、イラストも込みで説明してくれ

るともっと見やすくなると思いまし

た。 

いただいたご意見を踏まえまして、

「やさしい版」資料について、当該

説明に加えイラスト（図式）を用い

た説明を加えるよう修正しました。 

58 やさしい版  

３ページ「3 つの基本目標」 

３つ全部とてもいいことが書いてあ

るのがいいなと思いました。 

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

本計画では、本市の目指す姿として

基本理念を定め、それを実現するた

めの３つの基本目標を定めておりま

す。この目標を達成し、基本理念を

実現するために、本計画に基づき、

施策を推進してまいります。 

59 やさしい版  

【やさしい版】3 ページの目標が素

敵と思った 

60 やさしい版  

3 ページ 

子供も一緒にまちづくりをできるよ

うにするということが新たなことに

つながるかもしれないので良いと感

じました。 

ご賛同いただきありがとうございま

す。 

より良いまちとするために、こども

の意見も不可欠です。本計画に基づ

き、こどもが意見を表明する機会を

確保し、その意見を聴き、施策に反



映する取組を進めてまいります。 

61 やさしい版 ● 

前橋市こども計画（やさしい版）の

3 ページ目の基本ポイント②「こど

も、若者、子育て家庭をみんなでサ

ポートします」のみんなとは具体的

にどの立場の人やものを指している

のかを知りたいです。 

やさしい版の基本ポイント②は本編

の基本目標２「こどもから若者、子

育て当事者へ切れ目のない支援や環

境を整え、こどもが健やかに育つ、

育てることができる前橋市の実現」

をわかりやすく言い換えたもので

す。本編の基本目標２はこども、若

者、子育て家庭に対する支援の充実

を目指す目標であり、誰が支援する

かということを限定している目標で

はありません。本編の基本目標２で

は「みんなで」に当たる言葉を使用

していませんので、やさしい版の基

本ポイント②から「みんなで」を削

除しました。 

62 やさしい版  

みんなの声や権利を大切にして‥と

ありますが、言葉にうまく表現でき

ない子もいるため聞き取り方もいろ

いろ取り入れてもらいたいです。 

本計画の検討に当たっては、アンケ

ート形式、ワークショップ形式、投

票形式など、様々な手法によりこど

もの意見聴取を行っております。意

見表明しやすい方法はこどもによっ

て異なるため、意見聴取の対象や内

容によって最適な手法を選択できる

よう、今後も検討を進めてまいりま

す。 

63 やさしい版  

「前橋市こども計画（やさしい

版）」を読んで、こどものことを考

えて作られている点は大切だと感じ

ましたが、いくつか疑問や足りない

と感じた点もありました。まず、

「こどもの意見を大切にする」と書

かれている一方で、実際にこどもが

安心して意見を言えたり、それがど

う反映されたのかを知れる機会は少

ないと感じました。意見を集めるだ

けで終わらず、どのように活かされ

たのかを分かりやすく伝えてほしい

です。 

ご意見のとおり、こどもから聴取し

た意見がどのように反映されたの

か、結果をフィードバックする機会

が少なかったことは、改善していく

必要があると認識しております。自

分の意見がどのように反映されたの

かを知ることで、自己有用感や社会

参加への意識が高まり、次の意見表

明へと繋がると考えます。 

今後意見聴取を行う際は、その結果

を分かりやすく伝えられるよう努め

てまいります。 

64 やさしい版  前橋市こども計画素案（やさしい ご意見のように、より多くの人に伝



版）の 4 ページの「みんなの声」と

あるところは、どのように集め、ど

のように発信(どんな人にも伝わる)

するとより多くの人がわかってくれ

るのかはすごく楽しみです。 

わるよう、こどもの意見を聴く取組

への参加者の募集の方法やこどもに

情報が行き届くための効果的な発信

方法について、こどもの意見を聞き

ながら検討してまいります。 

65 やさしい版 ● 

(これから取り組むこと、4 ページ)

「不登校や障害のあるこどもなど、

声をきかれにくいこどもの意見も大

切にします。」という文はよくない

と思いました。まるで今まで、全く

意見を聞いてきていなかったような

感じがしました。それに、こうゆう

文を入れることこそ差別を感じまし

た。 「不登校や障害のあるこど

も」を特別に見ているような、他の

こどもとは違うように思っているよ

うな、そうゆう考えが感じられて嫌

でした。不登校の人は元は普通に通

っていてそれが普通には通えなくな

ってしまっただけなので、こうゆう

言い方が本人たちを「自分は不登

校」という気持ちにさせてしまって

いるのではないかと思いました。 

いただいたご意見を踏まえまして、

該当部分を修正しました。 

66 やさしい版  

五ページ目の子供、若者、子育て家

庭が平等にサポートされればいい前

橋市になると思う 

ご意見のとおり、ライフステージや

置かれた状況に関わらず、誰もが必

要な支援に繋がれるよう施策の充実

や情報提供の改善等に努めてまいり

ます。 

67 やさしい版  

(やさしい版 4、5 ページ)私たち子

供だけでなく、親への支援も考えら

れており、課題を根本から変えよう

としているのがよく分かりました。 

本計画に掲げる基本理念の実現のた

めには、こどものみならず、若者や

子育て当事者への支援、更にそれを

取り巻く社会全体での取組が必要に

なります。 

本市が抱える課題の解決に向け、本

計画に基づき、こども・子育て施策

を総合的かつ計画的に進めてまいり

ます。 

68 やさしい版  
5 ページの「これから取り組むこ

と」について、子どもが安心できる

こどもが安心して過ごせる居場所づ

くりは、健やかな成長を支える上で



居場所を作ることは、とても大切な

ことだと思いました。 

非常に重要であると認識していま

す。 

今後も本計画に基づき、一人ひとり

が安心して過ごせる居場所づくりを

推進してまいります。 

69 やさしい版  

5 ページ目の、ポイント②をよん

で、安心に過ごせるなと、思いまし

た。 

こどもが安心して過ごせる居場所づ

くりは、健やかな成長を支える上で

非常に重要であると認識していま

す。 

今後も本計画に基づき、一人ひとり

が安心して過ごせる居場所づくりを

推進してまいります。 

70 やさしい版  

6 ページの「前橋市のことが好きな

子供」の資料を見て、私は前橋市の

ことは住みやすいので好きですが、

中学生、高校生と年齢が上がると、

前橋市を好きな人が少なくなるとい

うことに驚きました。 

もっと前橋市のことが好きな中学生

や高校生を増やす必要があると思い

ます。 

中学生・高校生の年代になると「前

橋市が好き」と回答する割合が少し

低下する傾向が見られることは、私

たちも課題として受け止めておりま

す。自分達が住んでいる街を誇りに

思い、もっと好きになれるよう、本

市の魅力を市民にも積極的に発信し

てまいります。 

71 やさしい版  

前橋の子供達が大きくなるに連れ前

橋市を好きではなくなっているとい

う現実。 

子供は小さければ小さいほど活動範

囲が狭く地域のみでの行動が目立ち

ますが大きくなるに連れ行動範囲も

拡大し隣接市との比較も出てくるの

ではないでしょうか。大型商業施

設、隣接市の高崎や伊勢崎などのス

マークやイオンはどんどん新たな店

舗が増え拡大している印象にありま

す。けやきウォークはどうでしょう

か？やはり若者は新しいものが好き

なので新しいなにかを取り入れて行

くのも手なのではないでしょうか。 

ご意見のとおり、若者が本市に愛着

を持ち、積極的に市内で買い物やお

出かけをしてもらうためには、大型

商業施設での新たな取り組みも、ひ

とつの大事な要素だと思います。 

本市としては、大型商業施設などの

大規模店舗だけではなく、古くから

地域を支える個店などの小さな店舗

も含め、事業の継続や販路拡大等を

支援することで、若者が積極的に各

地域に出かけ、大きくなっても各地

域や前橋市に愛着を持てるよう支援

していきたいと思います。 

72 やさしい版  

グラフがあり、わかりやすい。もっ

と前橋をすきになってほしい。 

子どもたちが本市の魅力を身近に感

じ、まちへの愛着や誇りを持てるよ

う、学校での学びや地域体験の機会



づくり、魅力発信の取組を引き続き

進めてまいります。 

73 やさしい版  

6 ページの前橋市のこどもについて 

毎年子供の人数が減っているという

ことは、未来に前橋市のこどもがい

なくなってしまうかもしれないか

ら、そのためにはどうしたら良いの

か疑問に思った。 

未婚率の上昇、出生数の低下、若者

の転出増など、少子化が進む要因は

様々です。これらの課題解決に向

け、本計画に基づき、各事業を計画

的に実施してまいります。 

74 やさしい版  

(やさしい版 7 ページ)これからもっ

と良い前橋市にしたいなと思いまし

た。 

より良いまちとするために、こども

の意見も不可欠です。本計画に基づ

き、こどもが意見を表明する機会を

確保し、その意見を聴き、施策に反

映する取組を進めてまいります。 

75 やさしい版  

(みんなで"前橋市"をつくろう、7 ペ

ージ)「みんなの意見を聴くことを

増やしていきたいと考えていま

す。」とあって、とてもいい考えだ

と思いました。その意見を聞くため

に、前橋市内の学校に呼びかけ、学

活や総合などの授業でこどもの意見

を求めるといいと思います。ワーク

ショップを行っていると書いてあり

ますが、中学生、高校生は部活をし

ていたり、その大会があったりと休

日に参加するのが難しいと思いま

す。そのせいで意見を出すこどもが

少なくなってしまうと思いました。 

アンケート調査がよく行われている

のは知っています。けれど、そこで

アイデアを聴いてもアンケートは 1

人で答えるので「その方が意見を言

いやすい」という人もいますが「1

人ではあまり思いつかない」という

人もいます。なので、授業でテーマ

にしグループにわかれそれぞれで意

見を出し合えばいいアイデアが出や

すいのではないかと思いました。私

も「1 人ではあまり思いつかない」

という人の 1 人なのでそうなるとう

こどもから意見を聴く取組は、様々

な機会を通じて行うことが重要と考

えます。学校と連携した実施方法に

ついても、ご意見を参考にさせてい

ただき、教育委員会とともに検討し

てまいります。 



れしいです。1 人の方が意見を言い

やすいという人もいるけれど学校全

体で前橋市のことを考えることで、

学校全体が意見を言いやすい雰囲気

になると思います。そうすること

で、こどもが選挙などにも興味を持

ちやすくなると思いました。 

76 その他 

 素案ってなんですか？ 素案とは、市が作成した検討段階の

計画の「下書き」です。パブリック

コメントとは、市が計画を正式に決

定する前に、こどもも含めた市民の

皆さんに、計画の下書き（素案）を

示して意見を聴き、その意見を反映

させて正式に計画を決定する手続き

のことを言います。パブリックコメ

ントの手続きについても、こどもを

含め分かりやすく伝えていくことが

できるよう努めてまいります。 

77 その他 

 あんま行きたいって思わない子供向

けすぎて 10 代に向いてない。つま

んなそう 

情報発信に関して、幅広い年代の方

に興味を持っていただけるよう、引

き続き検討を進めてまいります。 

78 その他 

 こどものための施策としてのチラシ

は、前橋市が貸し出しているタブレ

ットによく送られてくるが、見てい

ない人も多く、ほとんどの人が知ら

ないと思う。また、魅力的なイベン

トであっても、申し込みが必要だと

やめてしまう人もいるのではない

か。 

こどもに対する情報発信やイベント

などの申し込み手続きについては、

より効果的で簡便な方法について、

こどもにも意見を聴き、その意見を

参考にして検討してまいります。 

79 その他 

 前橋市をよくしたいという言葉の中

で、「前橋をちゃんとしたい」とい

う表現を見聞きすることがあります

が、「ちゃんと」という言葉は少し

あいまいで、何をどう変えたいのか

が分かりにくいと感じました。 

今の前橋市のどこに問題があって、

これから何を大切にしていきたいの

かを、もう少し具体的な言葉で伝え

てもらえたら、市民として安心でき

こども向けの「やさしい版」資料な

どでは、易しい言葉で内容を端的に

まとめるために、あえて抽象的な表

現を用いる場合もありますが、ご指

摘のように、資料の作成に当たって

は、本市が抱える具体的な課題や今

後の方向性、各施策についてもでき

るだけ明確な言葉で分かりやすい説

明となるよう努めてまいります。 



ると思います。 

80 その他 

 前橋市については、市長選が行われ

ることもあり、全国的にも注目が集

まっていると思うが、イメージにつ

いては何とも言えない。群馬県の県

庁所在地、県都まえばしとして誇り

を持つために、街の商店街の活性化

や、図書館の改修工事が行われてお

り、それらは前橋市民として「いい

な」と感じる。 

いただいたご要望やご意見につきま

しては、関係部局と共有させていた

だきますとともに、今後の市政の参

考とさせていただきます。 

81 その他 

 個人的にアニメ「前橋ウィッチー

ズ」を観ており、朝ドラに携わって

いる方の脚本や、主題歌のインパク

トも強いため、前橋を全国に広める

ためにも力を入れてほしい。声優の

方々の裏話を群馬県の tsulunos で

配信していたり、けやきウォークで

ミニライブをしたり、聖地巡礼のパ

ンフレットを無料で配布したり、と

様々な活動をされていることは知っ

ているため、もっと知ってもらいた

いと思ってしまう。周りに観ていた

という同級生がいなかった。 

82 その他 

 太田や足利には小さい子どもと体を

動かしてのびのび楽しめる広い室内

遊び場があるが、前橋には無い（子

育てひろばはそんなに広くない）。

私の希望としては、アンパンマンミ

ュージアムを前橋に作って欲しい。

アンパンミュージアムが仙台と横浜

にあり、アンパンマンになかなか会

えない。アンパンマンのイベントが

けやきなどで開催した日には開店前

から長蛇の列で小さい子ども連れに

全然優しくない。前橋市民はアンパ

ンマンに飢えている。アンパンマン

を呼ぶことで周辺地域からの集客も

あり、前橋に笑顔があふれるのでは

ないでしょうか。 



83 その他 

 隣の町には大きい公園がいくつかあ

るのに、私の町には公園がありませ

ん。どの地域にも子供がのびのび遊

べる公園を作って欲しいです。 

84 その他 

 地元のイベント(行事)などに力を入

れていくのは良いと思います。今回

の前橋祭りにミッキーを呼んだのは

とても良かったです。ただ地元民よ

り他県からの観覧者が増え地元民が

優先して見れなかったことは残念で

す。 

85 その他 

 市立図書館移転について中心市街地

活性と図書館は切り離して欲しい。 

渋滞の無い場所、ゆとりある駐車

場、出入りしやすい場所、本を借り

る者としての願いです。 

前橋東部に学習室無いため、東部に

建てていただけると高校生も助かり

ます。 

市街地開発について市税の無駄遣い

は反対。 

図書館は活性化材料として欲しくな

い。 

86 その他 

 宮城幼稚園跡地を地域の公民館活動

や居場所づくりとして活性化利用し

たい。 

87 その他 

 千代田町への共愛小中開校につい

て。 

市税で建築した校舎を私立共愛学園

へ無償貸与はどう考えてもあり得な

いと思う。 

小中統廃合するのに私立の校舎を前

橋市が新たに建てるのは違う。 

前橋広範囲の公立校の良い学びや改

築、前橋総合のプール利用優先でお

願いしたい。 

屋内プールで熱中症対策し大人も子

供も健康作りを目指したい。 

私立共愛学園として駒形周辺の活性



化に尽力して欲しい。学園のみの力

で。 

88 その他 

 市街地再開発 

中央アーケードの様な、穏やかな人

の繋がりが感じられる町づくりを望

みます。 

89 その他 

 前橋市がより良く発展するため､交

通についてバスや電車などに力を入

れてアクセスが悪い所にも行きやす

くなるようにして欲しいです。そう

すれば前橋駅周りに商業施設がで

き､賑やかになると思います。 

90 

 〜 

 99 

その他 

 「特になし」など 今後も市民の皆様の声を大切に、こ

ども・子育て施策を推進してまいり

ます。 

 


